
川
島
忠
之
助

に

つ
い
て

i

そ
の
横
須
賀
製
鐵
所
入
所
の
背
景
ー

富

田

仁

本
邦
で
最
初
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
原
典

か
ら
翻
訳
し
た
人
物
は
川
島
忠
之
助
で

あ

っ
た
。
数
年
前
、
こ
の
川
島
忠
之
助
に

つ
い
て
つ
ぎ

の
よ
う
な
小
文
を
書

い
た

こ
と
が
あ
る
。

罌

±

年
六
且

川
愚

之
助
は
ジ
、
ヰ

ヴ
、
ル
ヌ
の
小
説

『諦
入
吉

間
世
界

一
周
』
前
編
を
翻
訳
刊
行

し
た

。
原
作

の
第
十
九
章
ま

で
を
前
編
と
し
、
第

二
十
章
以
下
を

後
編

と
し
て
こ
れ
を
明
治
十

三
年
六
月
に
出
版
し

て
い
る
。

こ
の
翻
訳

の
大
き
な
特
徴
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
原
典

か
ら

の
直
接
翻
訳

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
文
学

書

の
翻
訳

の
少

な

か

っ
た
時
代
に
お

い
て
フ
ラ

ン
ス
文
学
を
原
典
訳
で
翻
訳
し
た
こ
と
は

い
ま
か
ら
考

え
に

く

い
ほ
ど
大
変
な
訳
業

で
あ

っ
た
。
訳
者

の
川
島
忠

之
助

は
嘉
永

六
年

江
戸

の
本
所

に
生

れ

た
幕
府
御
家
人

の
出

で
あ

っ
た
が
、
明
治
元
年

の
末

に
横
須
賀

の
海
軍
造
船
所

の
前
身

の
伝

習
所
に
生

徒
と
し
て
入
り
、

二
年

間
フ
ラ
ン

ス
人
か
ら
造
船
技
術
を
学

ん
だ
あ
と
、
通
訳
と

し
て
商
館

や
富

岡

の
製
糸

工
揚
に
勤

め
、
松
方

正
義

や
澁
澤
榮

一
の
知
遇
を
受
け
た

こ
と

か

ら
欧

州
旅
行

に
随
行

し
、
や
が

て
正
金
銀
行

の
リ
オ
ン
出
張
所
長

に
な

っ
た
と

い
う
経
歴

か

ら
み

て
決

し
て
文
学
者

で
は
な

か

っ
た
。
だ
が
、

フ
ラ
ン
ス
語
に
通
じ
、

ユ
ゴ
ー
、

ミ

ュ
ッ

セ
、

コ
ッ
ペ
な
ど

フ
ラ
ン
ス
の
文
学
作
晶
を
愛
読
し
た
人

で
あ

っ
た
。
依
田
學
海
を
通
じ

て

矢
野
龍
渓
、
孚
井
桃
水
な
ど
と
交
友
を
結
ん
だ

こ
と
は
忠
之
助

の
文
人
的
素
質

を
示
し
て

い

た
証
拠
と

い
え

よ
う

か
。

『蘭

吉

間
世
界

周

』
を
翻
訳
す
る
繰

し
て
、
忠
之
助
は
明
治
九
年
欧
米
の
旅
の

途
中
に
立
寄

っ
た

ア
メ
リ
カ

の
あ
る
駅
頭

の
売
店

で
買

い
求

め
た
英
訳
本
を
参
照

し
た

と

い

う
。

こ
の
英
訳
本
に
は
原
作

に
は
な

い
か
な
り
長

い
増
補
個
所
が
あ

る
。
す
な

わ
ち
第

三
十

一
章

の
終

り
近
く
に
、
ア
メ
リ
カ
の
陸
軍
少
佐
ジ

ュ
ー
ン
ト
と
い
う
慇
懃

で
親
切
な

ア
メ
リ

カ
紳

士
が
出

て
く
る
と
こ
ろ
が

そ
れ
で
あ

る
。
こ
れ

は
英
訳
者
が
親
暴

で
無
礼
な
プ

ロ
ク
タ

1
大
佐

に
対
置
さ

せ
て
設
定
し
た
も

の
と
み
ら
れ
、

ア
メ
リ
カ

で
の
販
売
政

策

の

}
つ
と
し

て
そ
の
よ
う
な
考
慮
が
は
ら
わ
れ
た
も

の
の
よ
う

で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
加

筆
部
分
が
忠
之
助

の
翻
訳
に
も
そ

の
ま
ま
入

っ
て
き
て

い
る
こ
と
に
注
意

し
た

い
。

川
島
忠
之
助

の
こ
の
翻
訳
を
契

機
と
し
て
ジ

ュ
ー
ル

・
ヴ

ェ
ル
ヌ
の
作
品

の
邦
訳
が
さ

ま

ざ
ま
な
訳
者
に
よ
っ
て
続
々
と
刊
行
さ
れ
る
さ
つ
爰

っ
た
。
井
上
勤

『冓

辭

月
世
界

旅
行

』
(
明
治
十
三
年

十

一
月
)
、
鈴
木
梅
太
郎

『
二
萬
里
海
底
旅
行
』

(同
年
十

二
月
)
、
森

田
思
軒

『
鐵

世
界
』

(明
治

二
十
年

九
月
)
な
ど

で
あ

る
が
、

そ
の
大
半
が
英
訳

か
ら

の
重

訳
で
あ

っ
た
こ
と
を
見
落

し
て
は
な

る
ま

い
。
ジ

ュ
ー

ル

・
ヴ

ェ
ル
ヌ
の
作
品

の
翻
訳
数
は

明
治

十

一
年

か
ら

十
年
間
に
限

っ
て
み

る
と
き
、

シ

ェ
イ

ク
ス
ピ

ア
の
十

一
編
に

つ
い
で
多

く
、
十
編
を
数
え

て
い
る
。

イ
ギ

リ
ス
人

フ
ィ
リ
ア
ス

・
フ

ォ
ッ
グ
と

い
う
紳
士
が

一
夜
友

入
と
八
十
日
間
で
世
界
を

】
周
す
る
賭
を
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
に
遭
遇
し
な
が
ら
見
事
世
界

を

一
周
し
た
と
き
、

フ
ォ
ッ
グ
は
五
分
間
超
過
し

て
し
ま

い
、
賭

に
敗

れ
た
と
思

っ
た
が
、
実

は
時
差

の
た
め
計

謹
躙購

譱

舘

殿

献
譎
断を鯛凱誕

鞴

雛

旛

て
も
す
で
に
科
学

万
能

の
思
想

を
背
景

に
し
て
い
る
が
、
当
時

の
目
本

は
そ
の
新
興
産
業
資

本

に
支

え
ら
れ
た
近
代
国

家
と
し
て

の
急
速

な
歩

み
を
急

い
で
い
た
時
代

に
あ

り
、
ヴ

ェ
ル

ヌ
の
作
品

に
な
に
か
将
来

の
姿
が
反
映
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ
た

の
か
も
し
れ
な

い
。

ヴ

ェ
ル
ヌ
の
科
学
小
説
が
多
数
翻
訳
さ
れ

て
読
ま
れ
た
と

い
う
事
実

の
背
後
に
は

そ
の
よ
う

な
時
代
的
要
求
が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

さ
て

『諦
入
吉

問
世
界

周

』
の
訳
文
は
正
確
邃

字
訳
で
あ
り
・
最
近
改
め
て
禦

さ
れ
た
江

口
清
氏
も

「
こ
ん
ど
拙
訳
を

こ
こ
ろ
み
る
に
あ
た
り
、
読
ま
せ
て

い
た
だ
い
た
が

・

な
か
な
か
り

っ
ぱ
な
訳

で
」
と
述

べ
て

い
る
。

つ
ぎ

に
冒
頭

の
部

分
を
引
用

し
よ
う
。

「
千
入
百
七
十

二
年
中

二
龍
動
ボ

ル
リ

ン
ト

ン
公
園
傍
サ
ヴ

ヒ
ル
ロ
ー
街
第

七
番

二
於

テ

<1
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千
入
百
十
四
年
中

シ

ェ
リ
ダ

ン
ガ
物
故

セ
シ
家

二
同
府
改
進
舎

ノ
社
員

ニ
テ
自
身

ハ
勉

メ
テ

行
状

ノ
人
ノ
目

二
立
タ

ヌ
樣

注
意

シ
ア
リ

シ
モ
何
時

ト
ナ
ク
奇
癖
家

ノ
名
聞
轟

キ
ケ

ル
フ
ァ

リ
ー

ス

・
フ
オ
ッ
グ
氏
ト
稱

ス
ル

一
紳

士
ゾ
住

ヒ
ケ

ル
…
…
。」

参
考
ま

で
に
同

一
個
所
を
江

口
氏

の
訳
文
を
引
用

し
て
忠
之
助
訳

の
正
確
さ
を
浮
彫

り
に

し
て
み
よ
う

。

コ

入
七

二
年

の
こ
と
、
バ
ー
リ

ン
グ

ト
ン

・
ガ

ー
デ

ン
ズ

の
、

サ
ヴ

ィ
ー
ル

"
ロ
ウ
街

七
番
地
に
あ

る
邸
宅
に
、

そ

の
家
で

シ

ェ
リ
ダ

ン
が

一
入

一
六
年

に
亡
く

な

っ
た

の
だ

が
i

革
新

ク
ラ
ブ

の
会
員

で
、
自
ら
は
人
目
を
ひ
く
こ
と
を
極
力
避

け
て
い
た
も

の
の
、

奇
人

と
し
て
注

目
の
的
と
な

っ
て
い
た

フ
ィ
リ

ア
ス

・
フ

ォ
ッ
グ

氏
が
住

ま

っ
て
い
た
。」

な
お
、
明
治

三
十
年
、
三
崎
座

で
八
幕

の
芝
居
に
仕

立
て
ら
れ
て
上
演

さ
れ
た
こ
と
を
付

記
し
て
お
く

。

(
『
作
品

に
み
る
東
西
文
学

の
接
点
』
早
稲
田
大
学

出
版
部

)

r新説入十日間一周』扉

(早稲田大学図書館蔵)

 

川
島
忠
之
助
は
日
本
に
お
け
る
翻
訳
文
学
史
に
輝
け
る
地
歩
を
築

い
た
人
物

の

ひ
と
り
で
あ
る
が
、
私
は
さ
ら
に
黎
明
期

の
佛
蘭
西
學
を
生
き
た
人
物
と
し
て
そ

の
歩

い
た
道
を
跡
づ
け
て
み
た
い
と
考
え

る
。

従
来
、
川
島
忠
之
助
に
関
す
る
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
柳
田
泉

「
川
島
忠

之
助
傳
」
(『明
治
初
期
翻
訳
文
学
の
研
究
』

春
秋
社

昭
和
十
年
九
月
)
と
忠

之
助

の
長
子

・
川
島
順
平

「父

・
川
島
忠
之
助
」
(『
比
較
文
学
年
誌
』
十
号
、
昭

和
四
十
九
年
三
月
)
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
伝
記
的
叙
述
を
踏
ま

え
、
子
の
立
場
か
ら
忠
之
助
を
語

っ
た
も
の
で
あ
る
。

柳
田
泉
氏
は
直
接
忠
之
助
か
ら
聞
書
き
し
て
そ
の
伝
記
を
草
し
た
の
だ
が
、
忠

之
助
に
も
若
干
の
記
憶
違

い
が
あ

っ
た
の
か
、
改
め
て
調
べ
て
み
る
と
、
必
ら
ず

し
も
全
面
的
に
信
用
し
が
た
い
個
所
も
あ
る
よ
う
で
、
私
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
伝

記
研
究
と
し
て
こ
れ
を
認
め
つ
つ
も
私
な
り
の
調
査
に
基
い
て
川
島
忠
之
助
の
歩

い
た
道
を
た
ど

っ
て
み
た
い
と
思
う
。
と
は
い
え
、
文
献

・
資
料
の
類
が
乏
し
い

た
め
に
、
柳
田
氏
の
研
究
に
多
く
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
否
め

な
い
の
で
あ
る
。

川島家累代の墓(青 山霊園)

 

川
島
忠
之
助
は
嘉
永
六
年

(
一
入
五
三
)
五
月
三
目
、
江
戸
本
所
外
手
町
に
川

島
奥
六
知
脩
の
三
男
五
女
の
末
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
生
地
に
関
し
て
柳
田
氏
は

い
ま
記
し
た
よ
う
に
本
所
外
手
町
を
あ
げ

て
い
る
が
、
川
島
順
平
氏
は

「江
戸
本

所

・
小
梅
の
小
さ
な
屋
敷
」
と
述
べ
て
い
る
。

川
島
奥
六
は
幕
府
の
御
料
所
の
手
代

で
あ

っ
た
と
柳
田

・
川
島
順
平

の
両
氏
と

も
確
定
し
て
い
る
。

(2)



川島忠之助について

御
料
所
は
幕
府
直
轄
地
、
い
わ
ゆ
る
天
領
を
管
理
す
る
代
官
所

の
こ
と
で
あ

ウ

た
。幕

府
料
所

の
陣
屋

と
い
う
は
、
幕
府

の
代
官

、
ま
た
は
郡
代
等

の
在
勤
す

る
郡
衙
な
り
。

但

し
国

々
に
あ

り
し
も

の
は
大
抵
陣
屋
と
称
せ
し
か
ど
、
江
戸
に
あ
り
し
も

の
は
、
屋
敷
、

京
都

.
大
坂
に
あ
り
し
も

の
は
役

宅
な
ど
と

い
え
り
。
ま

た
幕
府

の
料
所
を
預

る
所

の
大
名

の
事
務
所
を
陣
屋
ま
た
は
御
用
達
所

と
も
称

せ
り
。

(『
徳
川
幕
府

の
制
度
』
)

御
料
所
は
当
時

の
日
本
が
六
十
六
国

二
島
に
分
れ
て
い
た
う
ち
四
十
八
国
に
わ

た

っ
て
置
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
畿
内

(山
城
、
大
和
、
河
内
、和
泉
、攝
津
)
、

東
海
道

(伊
勢
、
三
河
、
遠
江
、
駿
河
、
甲
斐
、
伊
豆
、
相
模
、
武
藏
、
安
房
、

上
總
、
下
總
、
常
陸
)
、
東
山
道

(近
江
、
美
濃
、
飛
騨
、
信
濃
、
上
野
、
下
野
、

陸
奥
、
出
羽
)
、
北
陸
道
(越
前
、
加
賀
、
能
登
、
越
後
、佐
渡
)
、
山
陰
道
(丹
波
、

丹
後
、
但
馬
、
石
見
、
隠
岐
)
、
山
陽
道

(
播
磨
、
美
作
、
備
中
、
備
後
)
、
南
海

道

(讃
岐
、
伊
豫
)
、
西
海
道

(
筑
前
、
筑
後
、
豐
前
、
豐
後
、
肥
前
、
肥
後
、
目

向
)
入
道
四
十
入
国
で
あ
る
。

御
料
所
に
は
普
通
、
代
官
ま
た
は
郡
代

の
下
に
元
締

二
人
、
手
代
ま
た
は
手
付

入
人
、
書
役
二
人
、
侍
三
人
、
勝
手
賄

】
人
、
足
軽

一
人
、
中
間
十
三
人
、
計
三

十
人
が
配
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
手
代

は
庶
民
、

つ
ま
り
武
士
以
外
、
手
付
は

武
士
か
ら
採
用
さ
れ
る
の
が

一
般
で
あ

っ
た
。
手
代

は
採
用
さ
れ
る
や
武
士
と
同

じ
待
遇
を
受
け
た
模
様
で
あ
る
。

と
す
る
と
、

「御
料
所
手
代
」
と
い
う
職
務
が

い
さ
さ
か
問
題
と
な
る
。

私
は
手
代
と
い
う
の
で
、
さ
ぞ
身
分
の
低
い
役
人
と
思
っ
て
い
た
が
、
話
に
よ
れ
ば
代
官

の
次
に
く
る
役
職
で
勘
定
方
の
親
方
だ
っ
た
と
い
う
。

(「父

・
川
島
忠
之
助
」)

川
島
順
平
氏
は
御
料
所
手
代
に
言
及
し
て
こ
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
が
、
代
官

の
つ
ぎ

の
役
職
は
元
締
で
あ

っ
て
手
代
で
は
な
い
。

岡
村
利
平
編

『飛
騨
編
年
史
要
』
の
天
保
十
年

(
一
入
三
九
)
の
項
に
、

「十
月
二
十
入
日
。
豐
田
藤
之
進
友
直
、
飛
騨
郡
代
に
任
ぜ
ら
れ
、
柴
田
多
羅

尾
よ
り
事
務
引
繼
を
受
け
、
川
島
奥
六
を
以
て
元
締
と
爲
す
。」

と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
ひ
こ
れ
に
よ
る
と
、
川
島
奥
六
は
元
締
で
あ

っ
て
手

代
で
は
な
か

っ
た
こ
と
と
な
る
。
柳
田
泉
氏
も

「
旧
幕
府
御
料
所
手
代
」
で
あ

っ
、

た
と
記
し
て
い
て
、
忠
之
助
出
生
の
と
き
は

「代
官
増
田
作
左
衛
門
の
配
下
に
属

し
て
江
戸
詰

で
あ

っ
た
が
、
方
々
の
遠
国
勤
務
が
厭
に
な
り
ま
た
健
康
も
思
わ
し

み
ょ
う
だ
し

く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

一
時
名
代
を
立
て
て
役
を
辞
し
、
下
総
葛
飾
郡
行
徳
在

の

あ
ざ
ね
こ
ざ
ね

浦
安

(字
猫
実
)
に
川
島
氏
の
名
義
で
数
畝
の
田
地
を
購

い
、
傍
ら
地
引
網

の
漁

業
を
始
め
て
、
半
農
半
漁
の
生
活
に
隠
れ
ん
と
し
た
。
こ
れ
は
川
島
氏

の
三
歳
の

時
で
あ

っ
た
と
い
う
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

忠
之
助
が
生
ま
れ
た
嘉
永
六
年
の
時
点
で
は
、
飛
騨
の
郡
代
は
輻
王
三
郎
兵
衛

忠
篤
で
あ
り
、
そ
の
任
期
は
嘉
永
五
年
九
月
か
ら
安
政
五
年

二
月
で
あ

っ
た
。
増

田
作
左
衛
門
頼
興
が
郡
代
に
な

っ
た
の
は
幅
王
の
後
任
と
し
て
で
あ
り
、
安
政
五

年
四
月
か
ら
元
治
元
年
六
月
ま
で
在
職
し
た
。

川
島
奥
六
は
半
農
半
漁

の
生
活
を
浦
安
で
過
し
て
い
た
が
、
安
政
四
年
の
大
暴

風
で
津
波

の
た
め
に
漁
船
漁
具
の

一
切
を
流
失
し
て
し
ま

っ
た
と
、
柳
田
泉
氏
の

文
章
は
伝
え
て
い
る
が
、
川
島
順
平
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
は

「祖
父
は
早
晩
、
幕

府
が
尊
王
派
の
諸
藩
と
戦
を
交
じ
え
る
こ
と
を
予
測
し
、
家
系

の
絶
え
る
の
を
恐

れ
て
、
浦
安
に
田
畑
を
買

い
、
三
男
の
父
を
百
姓
忠
之
助
と
し
て
届
出
た
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

】
方
父
君
の
名
代
を
勤
め
て
い
た
川
島
氏
の
従
兄
弟
に
当
る
人
が
、
公
金
の
驪
鎌
を
こ
し

ら
え
る
と
い
う
始
末
。
そ
れ
で
父
君
も
我
を
負
っ
て
、
再
び
役
人
に
帰
る
こ
と
に
な
り
、
当

時
新
た
に
飛
騨
の
高
山
の
郡
代
に
抜
擢
さ
れ
た
増
田
作
左
衛
門
の
手
に
属
し
て
高
山
に
赴
任

し
た
の
は
、
安
政
六
(
一
入
五
九
)年
で
あ
る
。
川
島
氏
も
父
君
に
三
四
カ
月
遅
れ
て
兄
君
、

姉
君
な
ど
と
と
も
に
高
山
に
赴
き
、
慶
応
二

(
一
入
六
六
)
年
十
四
歳
の
春
ま
で
同
地
で
成

長
し
た
。

(「川
島
忠
之
助
伝
」)

祖
父
が
飛
騨
の
高
山
の
代
官
所
に
勤
め
て
い
た
の
は
、
安
政
六
年
か
ら
病
没
す
る
文
久
三

年
ま
で
で
あ
る
。

(「父

・
川
島
忠
之
助
」)

川
島
奥
六
が
高
山
に
赴
い
た
年

に
つ
い
て
は
柳
田
氏
も
川
島
順
平
氏
も
安
政
六

年
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
前
者
で
は
そ
の
死
亡
年
、
後
者

で
は
忠
之
助

の
高
山

(3)
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滞
在
切
り
上
げ

の
年
に
も
言
及
し
て
い
る
。

『
飛
騨
編
年
史
要
』
の
弘
化

二
年

(
一
八
四
五
)
の
項
に
ま
ず
四
月
八
日
郡
代

が
豐
田
藤
之
進
友
直
か
ら
小
野
朝
右
衛
門
高
輻
に
代
わ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
あ

と
、

「
六
月

二
十
九
日
。
豐
田
の
高
山
詰
元
締
川
島
奥
六
よ
り
、
地
方
演
説
書
、
木

方
演
説
書
、
公
事
方
演
説
書
を
以
て
、
小
野
の
手
代
進
野
禮
太
郎
外

一
人
の
事
務

引
繼
を
な
す
。」

と
綴
ら
れ
て
い
る
。

『
飛
騨
編
年
史
要
』
で
は
こ
の
よ
う
に
川
島
奥
六
が
す
で

に
天
保

・
弘
化
年
間
に
飛
騨
高
山
に
着
任

し
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
・
こ
の

『飛
騨
編
年
史
要
』
は
つ
ぎ

に
安
政
五
年

(
一
八
五
八
)
の
項
に
お

い
て
川
島
奥
六
の
名
を
記
載
し
て
い
る
。

二
月
十
日
に
郡
代
輻
王
三
郎
兵
衛
が
免
職
と
な
り
高
山
を
去
り
、
同
月
二
十
六

日
飛
州
大
地
震
が
発
生
し
た
こ
と
を
記
録

し
た
あ
と
、
新
郡
代
増
田
作
右
衛
門
頼

興
が
着
任
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

四
月
十
二
目
。
増
田
作
右
衛
門
頼
興
、
飛
騨
郡
代
に
任
ぜ
ら
れ
是
日
元
締
川
島
奥
六
外
十
一

人
高
山
へ
着
す
。

五
月
二
十
入
日
。
増
田
郡
代
、
高
山
へ
着
任
し
、
幅
王
の
手
代
よ
り
事
務
引
繼
を
受
く
。

川
島
奥
六
は
結
局
、
ふ
た
た
び
高
山
に
増
田
郡
代

の
元
締
と
し
て
赴
任
し
た
の

で
あ
り
、
柳
田
泉
、
川
島
順
平
両
氏
は
再
度
の
高
山
赴
任
を
初
め
て
の
赴
任
と
思

い
違

い
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

い
や
、
忠
之
助
自
身
が
そ
の
父

.
奥
六
の
経
歴

を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
高
山
着
任
の

年
月
も

一
年
間
違
え
て
い
る
。
安
政
六
年
で
は
な
く
て
同
五
年
に
高
山
に
再
度
着

任
し
た
の
で
あ
る
。
増
田
郡
代
は
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
六
月
二
十
入
目
に
転

職
し
、
高
柳
小
三
郎
元
曠
が
そ
の
後
任

と
な

っ
た
。

川
島
順
平
氏
に
よ
れ
ば
、
川
島
奥
六
は
文
久
三
年

(
一
入
六
三
)
に
病
没
し
て

い
る
か
ら
、
増
田
郡
代
転
職
の
と
き
に
は
す
で
に
こ
の
世
を
去

っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。

川
島
奥
六
が
仕
え
た
二
人
の
郡
代
に
つ
い
て
触
れ
る
ま
え
に
、
飛
騨
高
山
の
行

政
史
上

の
沿
革
に

一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

幕
府
直
轄
地
と
な
る
以
前
は
高
山
藩
で
あ

っ
た
。
藩
祖

.
金
森
長
近
は
織
田
信

長
と
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
天
正
十
四
年
(
一
五
入
六
)
入
月
、
秀
吉
か
ら
飛
騨
平
定

の
功
に
よ

っ
て
飛
騨

一
国
三
万
六
千
七
百
石
を
あ
た
え
ら
れ
て
高
山
に
入

っ
た
。

以
来
、
可
重
、
重
頼
、
頼
直
、
頼
業
、
頼
岩
と
六
代
を
重
ね
た
。
と
り
わ
け
三
代

藩
主

・
重
頼
は
新
田
な
ら
び
に
鉱
山
の
開
発
に
カ
を
そ
そ
い
だ
。
だ
が
、
六
代

の

頼
嵜
の
治
世
下
の
と
き
、
元
碌
五
年
(
一
六
九
二
)
、
頼
青
は
徳
川
幕
府

の
命

で
出

羽
上
山
藩
に
移
封
さ
れ
、
高
山
藩
は
廃
さ
れ
て
し
ま
い
、
幕
府
直
轄
と
な

っ
た
。

こ
れ
は
幕
府
が
諸
国
鉱
山
の
開
発
と
主
要
鉱
山
の
直
轄
化
を
計
る
政
策
に
基
く
処

置
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
尾
張
藩
に
木
曽

の
森
林
を
あ
た
え
た
こ
と
で
飛
騨
の
山

林
を
確
保
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

金
森
出
雲
守
頼
青
が
飛
騨
国
を
収
公
さ
れ
て
出
羽
国
上
山

へ
移
封
を
命
じ
ら
れ

た
元
祿
五
年
七
月
二
十
八
日
以
後
、
飛
騨
は
幕
府
の
直
轄
地
と
し
て
百
七
十
七
年

間
、
二
十
五
人
の
代
官
お
よ
び
郡
代
に
よ

っ
て
治
め
ら
れ
た
。
そ
の
間
に
は
十

一

度
に
わ
た
り
臨
時
代
官
も
置
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
為
政
者
が
頻
繁
に
代
わ

っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
は
や
は
り
注
意
が
惹
か
れ
よ
う
。
必
ら
ず
し
も
治
政
状
態
が

平
穏
で
な
か

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
明
和

(
一
七
七

一
)
年
に
は
飛
騨

大
原
騒
動
、
大

一
揆
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
と
く
に
指
摘
し
て
お
く
。

さ
て
、

『高
山
市
史
』
に
は
歴
代
の
代
官

・
郡
代

の
氏
名
リ
ス
ト
と
そ
の
簡
単

な
略
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
川
島
奥
六
に
か
か
わ
り
を
も

つ
郡
代
二
人
に
関
す
る

記
述
を
引
用
し
よ
う
。

第
二
十
代

豐
田
友
直

通
称
藤
之
進
、
天
保
十
年
十
月
飛
騨
郡
代
に
任
ぜ
ら
れ
、
弘
化
二
年
四
月
二
之
丸
御
留
守

居
役
に
転
じ
た
。
天
保
両
度
の
大
饑
饉
の
後
を
承
り
、
備
荒
倉

(郷
倉
)
を
設
け
て
蓄
穀
の

令
を
定
め
、
幕
府
の
天
保
大
改
革
の
方
針
に
基
つ
き
厳
に
倹
約
令

.
風
紀
の
取
締
を
実
行
せ

し
め
た
・
山
林
天
保
個
所
附
帳
の
完
成
、
消
防
出
初
式
の
創
始
、
瀬
戸
渋
草
焼
を
起
業
し
た

事
な
ど
見
る
べ
き
政
治
が
多
か
っ
た
。

(4)



川島忠之助について

第

二
十
三
代

墸
田
煩

興

通
称
作
右
衛
門
と

い
う
。
嘉

永
元
年
丹
後
国
久
美

浜
代
官

、
同
六
年
大
阪
鈴
木
町
代
官
、

安
政

四
年
関
東
代
官

を
歴
任
し
た
。
同
五
年

四
月
飛
騨

郡
代

と
な
り
、
五
月
着
任
事
務
引
繼

を
受
け
た
。

こ
れ
よ
り
先

三
月

二
十
六
日
飛
騨

の
北
部

に
大
地

震
が

あ

っ
て
、
倒
潰

七
百
余

戸
。
死
者

二
百
余
人
を
出
し
た
。
頼

興
災
害
復
旧

に

つ
と
め
た
。

前
任
福

王
郡
代

に

つ

い

て
、
高
山
銀
吹
所

の
経
営

に
当

っ
て
成
績
を
上
げ

た
。
万
延
元
年

七
月
御
林
山
銅
鉛
山
取
締

を
置

い
た
。
文
久

の
末
年
京
畿

に
於

て
浪

士
跋
扈

の
聞

え
あ

る
の
で
諸

口
番
所

の
警
備
を
厳

に
し
た
。
元
治

元
年
三
月
御
勘

定
吟
味
役

に
転

じ
た
。
慶
応
元
年
閏
五
月
横
須
賀
に
製
鉄
所

及
製
艦
事
業

を
創
設
す

る

に

当

り
、
委
員

の

一
人
と
な

っ
た
。
同

二
年

二
月
十
入
目
歿
し

た
。
年
六
十

一
。
増

田
頼

興
を
徳

と
し
て
建

て
た
寿
墓

・
中
呂
禅
昌
寺
に
あ

る
。
室
、
瑞
照

院
殿
寂
室
浄
光
大
姉

の
墓
、
雲
龍
寺

に
あ
る
。

川
島
忠
之
助
は
父

.
奥
六
の
赴
任

二
、
三
カ
月
後
、
飛
騨
高
山
に
入

っ
た
。
忠

之
助
六
歳

(数
え
年
)

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
期
の
忠
之
助
の
記
憶
は
幼
少

の
た
め
に
き
わ
め
て
お
ぼ
ろ
げ
で
、
他
愛
の
な
い
も
の
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

何
分

に
も
父

の
高
山
時
代

は
幼
少
だ

っ
た

の
で
、
私
に
聞
か
せ
た
思
出
話

も
た
わ

い
の
な

い
こ
と
ば

か
り
だ

。
寒

い
土
地
な

の
で
宮
川
に
か
か
る
橋

の
擬
宝
珠
に
舌
先

を

つ
け
て
、
凍

り

つ
く
遊
び
に
興

じ
た
と

か
、
漢
文

の
素
読
に
通
わ
さ
れ
て
閉
口
し
た
と

い
う
程
度

の
話
ば

か
り
で
あ

る
。
江
戸

か
ら
高
山

へ
行
く
途
中
、
和
田
峠

の
の
関
所
で
、
前
を

ま
く
ら

せ
れ
、

男

の
子

と
い
う
証
を
見
せ
た
よ
と
父
は
笑

っ
た
。

『
入
り
鉄
砲
に
出
女

』

の
禁
制
が

あ

っ
た

た
め
で
あ

る
。

(
「
父

・
川
島
忠
之
助
」
)

だ
が
、
高
山
郡
代
所
は
忠
之
助
の
想

い
出
の
よ
う
な
微
温
的
な
御
役
所
で
は
な

か

っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
大
原
騒
動
、
大

一
揆
も
起
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
川

島
奥
六
が
仕
え
た
豐
田
郡
代
の
許
で
も
、
天
保
十

一
年
、
凶
年
手
当
と
し
て
毎
年

百
石
に
対
し
て
金

一
両

一
分
ず

つ
徴
収

し
て
米
穀
を
購
入
し
、
郷
倉
に
貯
え
る
や

り
か
た
を
し
た
の
で
、

「
百
石
五
粒
の
法
」
と
こ
れ
を
称
し
、

一
般
か
ら
激
し
い

怨
嗟
の
声
が
聞
か
れ
た
と
云
う
。
年
貢

の
取
立
て
が
き
び
し
か

っ
た
の
で
あ
る
。

高
山

の
代
官
所

は
年
貢

の
取
立

て
が
苛
酷

で
、
百
姓

一
揆
に
襲
撃

を
う
け
た
こ
と
も
あ

る

役
所

だ

っ
た
が

、祖

父
の
時
代

は
平
穏
無
事

で
あ

っ
た
。
祖

父
は
武
芸

の
方

は
全
然
駄

目
で
、

漢
学

や
国
学
を

お
さ

め
、
和
歌
も
た
し
な
ん
だ
と

い
う
。
た
だ
面
白

い
の
は
、
漢
方

の
医
術

を

た
し
な
み
、
近
隣

の
人
に
投
薬
し
た
と

い
う
し
、
日
本

に
導

入
さ
れ
た
ば

か
り
の
種
痘
に

興
味

を
も

ち
レ
天
然
痘
患
者

の
か
さ

ぶ
た

の
細
片
を
貰

っ
て
、

こ
れ
を
自

分

の
子
女

の
鼻

腔

か
ら
吹
き

こ
み
、
種
痘
を

し
た
と
父

は
語

っ
て
い
た
。

(
「
父

・
川
島
忠
之
助
」
)

川
島

奥

六
が

任

地

高

山

で
病

没

し

た

こ

と

は
川

島

家

に

は
大

き

な

衝
撃

で
あ

っ

た

。

こ

の
奥

六

と

い
う

人
物

は

そ
も

そ
も

は
吉

江

家

か
ら

の
養

子

で
あ

っ
た

と

い

う
が

、

学

問

も

あ

り
、

か

な

り
時

代

的

先

見

の
明

も

あ

っ
た

よ

う

で
、

前

述

の
ご

と

く
家

系

の
絶

え

る

こ

と
を

怖

れ

て

三
男

の
忠

之

助

を

百

姓

忠

之

助

と

し

て
届

出

た

の
で

あ

っ
た
。

浦

安

に
田

畑

を

買

っ
て

い

た

こ
と

は
奥

六

の
急

死

に
遭

っ
た
川

島

家

に

は

一
つ
の
救

い
と
な

っ
た

の

で
あ

る
。

祖

父
が
高
山

の
任
地

で
病
死
し
た

こ
と
は
、

一
家
に
と

っ
て
大
痛

手
だ

っ
た
。
父
の
兄

は

年
少
過
ぎ

て
、
仕
官
も

で
き
な

い
。
や
む
な
く
浦
安

に
移

っ
て
百
姓
仕
事
を

し
て
い
た
と
い

う
。
私

の
家
に
は
父

の
兄
が
慶
応

二
年
に
幕

府
に
仕
官
を
嘆
願

し
た
文
書
が
残

っ
て
い
る
。

さ
ぞ
や
父

の

一
家
は
窮
乏
し

て
い
た

の
だ
ろ
う
。

(
「
父

・
川
島
忠
之
助
」
)

川

島

順

平

氏

は
祖

父
奥

六

が
高

山

で
文

久

三
年

病

没

し

た

こ
と

を
伝

え

て

い
る

が

、

柳

田

氏

の
文
章

で

は

つ
ぎ

の
よ

う

に
記

述

さ

れ

て

い
る
。

そ

の
慶

応

二
年
父
君

〔奥

六
〕
が
病

死
さ
れ
た
の
で
、
家
族

】
同
江
戸
を
引
き
上
げ
る

こ

と
に
な
り
、
川
島

氏
も
江
戸
に
帰

っ
た
。
元
来

父
君

は
漢
方

の
医
術
を
好
み
、
求
め
る
人
が

あ
れ
ば
投

薬
な
ど
し
て
い
た
が
、

一
つ
に
は
当
時
世
間
が
穏
や

か
で
な
く
、
次
第
に
険
悪
に

赴

い
て
い
く
風
が
見
え
る
の
を
察

し
て
、

二
人

の
男
子
を
士
籍

に
置
く

こ
と
を
望
ま
な

か

っ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
末

子

の
川
島
氏

に
は
医
学
を
修

め
さ

せ
よ
う
と

の
意
志
を
も

っ
て
お
ら
れ

た
。
し
か
し
当
時
高

山

の
よ
う
な
土
地

で
は
、
な

か
な

か
医
学

の
研
究
な
ど
思

い
も
及
ば

な

い
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
、
遂

に
果

て
な

か

っ
た
。
江
戸

に
出

て
間
も
な
く
兄
君
は
家

を
浦
安

に
移
し
て
、
浦
安

の
旧

田
地
を
耕
作

し
、
川
島
氏

に
は

そ
の
名
義

代
と
し

て
若
干

の
修
業
費

を
く
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た

。
川
島
氏

は
、
江
戸

で
お
定
ま
り

の
漢
学

を
勉
強
す
る
傍

ら
、
時
勢
柄
兵

式
調
練

に
も
加

か

っ
て
、
小
銃
を

い
じ

っ
た
り
し
た
。
江
戸
に
帰

っ
た
始

め

は
、
父
君

の
遣

志
通
り
医
学

で
も
研
究
す

る

つ
も

り
で
あ

っ
た
ら
し

い
が
、
世
間

の
騒

々
し

さ
に
何

ら
ま
と
ま

っ
た
学
問
を
さ
れ

る
暇
も
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。
そ

の
う
ち
間
も
な
く
明

治

維
新

と
な
り
、
徳

川
幕
府

の
瓦
解

と
な

っ
た
、

こ
れ
が
川
島
氏

の
十
六
歳

の

と

き

に

当

る
。
(
「
川
島
忠

之
助
伝
」
)

長

々
と
柳

田
氏

の
文

章

を

引

用

し

た

の

は

ほ

か

で
も

な

い
。

川
島

順

平

氏

と
違

っ
て
柳

田
氏

は
昭

和

元

年

九

月

頃

直

接

忠

之

助

か
ら

話

を

聞

い

て

『
川
島

忠

之
助

(5)
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傳
』
を
草
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
在
世
中
の
忠
之
助

(
昭
和
十
三
年
七
月
十
四
日

死
去
)
も

こ
れ
を
読
ん
だ
は
ず
で
あ
り
、
忠
之
助
の
記
憶
違
い
以
外
は
あ
ま
り
大

き
な
間
違

い
を
犯
す

こ
と
も
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
ま
ず
第

一
に
、

奥
六
の
死
亡
年
に
つ
い
て
は
孫
で
あ
る
川
島
順
平
氏
の
記
述
と
大
き
く
喰

い
違

っ

て
い
る
。
川
島
順
平
氏

の
文
章
は
柳
田
氏
の

「『川
島
忠
之
助
伝
』
を
略
述
し
て
、

こ
れ
に
父
が
聞
か
せ
て
く
れ
た
思
出
話
を

エ
ピ
ソ
ー
ド
風
に
加
え
て
」
ま
と
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
以
上
、
忠
之
助
の
伝
記
的
記
述
は
根
本
的
に
は
柳
田
氏

の
忠
之
助
か
ら
の
伝
聞
を
ま
と
め
た
文
章
に
負
う
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
川
島
順
平
氏

の
場
合
、
奥
六
の
没
年
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
孫
で

あ
る
川
島
順
平
氏
が
事
実
と
の
相
違
を
訂
正
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

祖
父
の
没
年
く
ら
い
調
べ
ら
れ
な

い
こ
と
は
な
い
の
だ
。

文
久
三
年
病
没
と
す
る
と
、
そ
の
後

の
川
島
家
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
浦
安

・
猫
実
で
の
農
耕
生
活
も
、
柳
田
氏
の
文
章
で
は
忠
之

助

の
兄
が
旧
田
地
を
耕
作
、
そ
の
名
儀
代
と
し
て
忠
之
助
に
学
費
を
出
し
た
と
い

川島忠之助除籍戸籍

う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
東
京
都
新
宿
区
役
所
に
保
存
さ
れ
る
忠
之
助
の
除
籍
原

簿

に
よ
れ
ば
、
忠
之
助
は
写
真

の
よ
う
に

「明
治
貳
拾
貳
年
五
月
貳
拾
六
日
千
葉

縣
東
葛
飾
郡
猫
實
村
川
島
知
至
弟
分
家
戸
主
と
爲
る
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ

を

一
応
裏
づ
け
る
が
、

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
忠

之
助
の
兄
が
慶
応

二
年
に
幕
府
に
仕
官
を
嘆
願
し
た
と
い
う
川
島
順
平
氏
の
記
述

か
ら
は
川
島
家
の
窮
乏
が
し
の
ば
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
柳
田
氏
に
よ
る
奥
六
の
死

亡
年

(慶
応

二
年
)
も
再
検
討
し
て
よ
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
奥

六
の
死
が
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
で
あ

っ
た
と
す
る
と
、
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)

で
は
す
で
に
三
年
を
閲
し
て
い
る
。
三
年
間
、
川
島
家
は
無
碌
で
あ

っ
た
の
か
。

ま
た
、
な
ぜ
奥
六
の
死
後
す
ぐ
に
そ
の
長
子
が
家
督
を
相
続
し
な
か
っ
た
の
か
。

家
督
相
続
が
す
み
や
か
に
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
疑
問
で

あ
る
。
私
に
は
慶
応

二
年

の
時
点
で
仕
官

の
嘆
願
書
が
出
さ
れ
た
と

い
う
点
で
柳

田
氏
の
伝
え
る
慶
応

二
年
病
没
説
も

一
概
に
捨
て
切
れ
な

い
も
の
を
覚
え
る
。
だ

が
、

『飛
騨
編
年
史
要
』
そ
の
他
に
は
川
島
奥
六
の
病
死
を
伝
え
る
記
述
は
み
ら

れ
な
い
。
奥
六
が
仕
え
た
郡
代
増
田
作
右
衛
門
頼
興
も
元
治
元
年
、
(
一
八
六
四
)

六
月
二
十
八
日
で
郡
代
を
辞
め
て
い
る
の
で
奥
六
が
た
と
え
慶
応

二
年
ま
で
存
命

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
増
田
郡
代
が
転
職
し
て
し
ま
え
ば
高
山
に
は
滞
留
す
る
こ

と
も
な
い
。

つ
ぎ
の
郡
代
高
柳
小
三
郎
に
は
進
野
禮
太
郎
が
元
締
に
任
命
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
柳
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
忠
之
助
は
高
山
で
慶
応
二

年
十
四
歳
の
春
ま
で
成
長
し
た
と
い
う
説
が
覆
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

ふ
た
た
び
川
島
奥
六
が
慶
応
二
年
病
死
と
い
う
説
も
否
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
川
島
忠
之
助
に
と

っ
て
高
山
滞
在
時
代
ま
で
は
そ
の
少
年
期

で
あ
り
、
忠
之
助
が
み
ず
か
ら
の
意
志

で
人
生
を
歩
み
出
す
よ
う
に
な
る
の
は
徳

川
幕
府
瓦
解
と
い
う
大
変
動

の
あ
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
父
が
十
六
歳
の
時
、
徳
川
幕
府
は
瓦
解
し
て
し
ま

っ
た
。
父
の
兄
や
姉
た
ち
に

も

一
大
悲
劇
だ
っ
た
。
父
の
姉
五
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
の
小
役
人
に
嫁
入
っ
て
い
た
が
、

(6)



川島忠之助について

こ
の
嫁
ぎ
先

の
家
も
全
部
扶

持
か
ら
離

れ
、
路
頭

に
迷
う

と
い
う
有
様
だ

っ
た
。
幸

い
に
父

に
は
よ
き
先

輩

の
従
兄
が

い
た
。
中
島
才
吉

と
い

っ
て
、
幕
府

の
末
期
、
横
須
賀

の
製

鉄
所

で

フ
ラ

ン
ス
語

を
学

び
、
幕
府

の
通
訳
を
勤

め
て
い
た
。

そ
の
人

の
勧
め
で
明
治
元
年
、
こ

の
製

鉄
所

に
製

図
見
習

工
と
な

っ
た
。

(
「父

・
川
島
忠
之
助
」
)

川
島
忠
之
助
が
後
年
ジ

ュ
ー
ル

・
ヴ

ェ
ル
ヌ

『
八
十
目
問
世
界

一
周
』
を
翻
訳

す
る
よ
う
に
な
る
最
初
の
機
縁
は
横
須
賀
製
鐵
所
に
製
図
工
見
習
工
と
し
て
明
治

ヴェルニー像(横 須賀臨海公 園)

 

元

年

末

に
入

っ
た

こ
と

で
あ

っ
た
。

忠

之

助

が

フ
ラ

ン

ス
公

使

レ
オ

ン

・
ロ

ッ
シ

ュ
の
建

言

で
創

設

さ

れ

た
横

須
賀

製

鐵

所

に
職

を

え

た

こ

と

は

い
わ
ば

忠

之

助

と

フ
ラ

ン

ス
と

の
出
会

い

で
あ

っ
た

の
で

あ

る
。

元
治

元
年

十

一
月
頃
、

ロ
ッ
シ

ュ
は
、
幕
府

の
承
認
を
得

て
、
横
濱

の
山
手
に

一
萬
入
千

平
方
米

の
地

域
を
賃
借

し
、
兵
舎
病
院

・
石
炭
庫
等
を
具
備
し
た
海
軍
館
を
建
設
し
、
列
國

公
使
を
し
て
、
本

國
政
府

の
メ
キ
シ

コ
遠
征

に
利
用

せ
ん
と
す
る
底
意

で
は
な

い
か
と

の
疑

惑

の
眼
を
張

ら
し
め
た
。
略

々
こ
れ

と
同
時

に
、
幕
府

の
軍
艦
翔
鶴
丸
修
理

の
依
頼

を
受

け

て
、
碇
泊
中

の
佛
艦
ゲ

エ
リ

エ
ー
ル
號
乘
組

の
士
官

・
職
工

の
手
に
依

っ
て
、
こ
れ
を
完
成

せ
し
め
た
。
幕
府
が
船
渠
及
び
製
鐵
所
建
設

の
議
を
決
す
る
に
及
ん

で
、

「
海
外
各

國
、
概

ね
倨
傲
不
遜

に
て
、
我
を
恐
嚇

し
、
其
不
馴
を
欺
き
、
飽
迄
、
利
を
貪
ら
ん
と
す

る

の
み
な

れ
ど
、
唯
、
佛
國

は
巽
順

に
し

て
他
に
比
す
れ
ば
、
其
説
も
稍
信

ず
る
に

足

れ

ば

云
々
」

蕪

と
の
晉

で
、
小
栗
忠
順
罅

か
ら
渠

鯤
に
談
じ
て
、
・
ッ
シ
ュ
に
そ
の
嚢

を
委

嘱
す

る
に
至

っ
た
。

ロ
ッ
シ

ュ
は
、
ヂ

ョ
ー

レ
ス
少
将
と
議

り
、
當
時
、
清
國

の
寧
波

に
在

っ
た
海
軍
技
師
ヴ

ェ
ル

ニ
ー
を
横

濱
に
招

い
て
、
こ
れ
に
設
計
を
命

じ
、
横
濱

に
小
規
模

の

工
揚
を
設
け
る
外
、
佛
國

ツ
ー

ロ
ン
造

船
所

の
規
模

三
分

の

二
に
相
當
す

る
工
廠
を
、
横
須

賀

の
地
を
相
し

て
新
設
す
る
協
議

が
成
立

し
、
翌
慶
應

元
年

正
月
二
十
九

日
、
老
中
水
野
忠

義

泉

・
若
年
寄
酒
井
忠
眦
驪

か
ら
、
工
事
の
蒭

を
佛
國
に
委
囑
す
る
の
約
定
書
書

ッ
シ

ュ
に
交
付
し
た

の
で
あ
る
。
(大
塚
武
松

『
幕
末
外
交
史

の
研
究
』
)

幕
府
は
独
立
国
家
と
し
て
軍
備
整
頓
上
不
可
欠
の
施
設
と
し
て
工
廠
の
創
設
を

急
い
だ
の
だ
が
、
独
自
に
は
そ
れ
を
創
設
で
き
ず
、
外
国
に
援
助
を
求
め
な
く
て

は
な
ら
な
か

っ
た
。
安
政
以
来
外
国
か
ら
数
隻
の
軍
艦
を
購
入
し
た
が
、

「彼
我

我
ヲ
侮
瞞
シ
敗
戰
ヲ
粉
飾
シ
以
テ
與

フ
モ
ノ
多
シ
」

(『横
須
賀
海
軍
船
廠
史
』
)

と
い
う
よ
う
に
苦

い
味
を
嘗
め
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
比

較
的
に
信
用
で
き
る
フ
ラ
ン
ス
を
撰
ん
で
工
廠
建
設
の
技
術
援
助
を
依
頼
し
た
の

だ

っ
た
。
幕
府
が
正
式
に
フ
ラ
ン
ス
公
使

レ
オ
ン

・
ロ
ッ
シ
ュ
に
技
師
招
聘

の
周

旋
を
依
頼
し
た
の
は
元
治
元
年

(
一
入
六
四
)
十

一
月
十
目
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

是

二
於

テ
幕
府
議

ヲ
定

メ
造
船
所
及
製
作
所

ノ
創
立
事
項
ヲ
擧
ゲ

テ

=

一佛

國
公
使

ロ
セ

ス
ノ
斡
旋

二
依

ル
ベ
キ

モ
ノ
ト

シ
老
中
水
野
和
泉

守
阿
部

豐
後
守

諏
訪
因
幡
守

ヲ
シ
テ
奉
書

ヲ
以

テ
其
旨

ヲ

ロ
セ
ス

ニ
傳

ヘ
シ
ム
是

ヲ
横
須
賀
製
鐵
所
設
立
ノ
濫
觴
ト

ス
實

三
兀
治
元
年

押
十

一
月
十

日
ナ

リ

(
『
横
須
賀
海
軍
船
廠

史
』
)

工
廠
建
設
の
場
所
と
し
て
横
須
賀
が
選
定
さ
れ
た
の
は
地
形
が

フ
ラ
ン
ス
の
ツ

ー
ロ
ン
港
に
似
て
い
た
か
ら
と
云
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
横
須
賀
に
決
ま
る
ま
で

に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
。

佐
賀
藩
の
鍋
島
齊
正
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
蒸
気
工
作
機
械
を
輸
入
し
、
工
場
建
設

を
計
画
し
た
が
、
経
費
が
巨
額

で
あ
る
こ
と
と
技
師

の
人
材
を
欠

い
た
こ
と
で
計

画
を
断
念
し
、
機
械
を
幕
府
に
献
納
し
た
。
幕
府
は
相
模
の
三
浦
郡
長
浦
湾
に
工

場
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
や
は
り
人
材
が
な
い
た
め
に
実
現
し

な

い

で

い

た
。
と
こ
ろ
が
、
工
廠
建
設

の
話
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
、

ロ
ッ
シ
ュ
が
十

一
月
十

二
目
に
長
浦
湾

の
検
分
を
申
し
出
て
、
伺
月

二
十
六
日
、
小
栗
上
野
介
、栗
本
鰻
、
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木
下
謹
吾
、
淺
野
伊
賀
守
な
ど
幕
府
側
要
員
と
と
も
に
実
地
検
査
と
な

っ
た
。

フ

ラ
ン
ス
側
は
ジ

ョ
ー
ラ
イ
ス
艦
隊
司
令
長
官
な
ど
も
加
わ
り
測
量
し
た
と
こ
ろ
、

長
浦
湾
は
浅

い
た
め
に
不
適
当
で
あ

り
、
さ
ら
に
隣
接
す
る
横
須
賀

の
方
が
湾
形

も
深
さ
も
適
当
で
あ
る
と
い
う
結
論

に
達
し
た
の
で
あ
る
。

此
日
佛
官
自

カ
ラ
投
錘

シ
テ
測
量

ス
ル

ニ
灣
内
淺
渚

ア
ル
ヲ
以
テ
更

二
隣
灣
横
須
賀

二
至

リ
之

ヲ
錘
測

ス
本
灣

ハ
灣
形
曲
折
海
底
稍

々
深

ク
具
其
地
ノ
形
勝

要
害

ハ
佛

國
ツ
ー

ロ
ン
港

二
彷
彿

ス
ル
所

ア
リ
ト
シ
終

二
横
須
賀

ヲ
以

テ
造
船
所
設
立
ノ
地

二
適

ス
ト
爲

ス
十

二
月

二

日
更

二
軍
艦
組
長
田

清
藏
以
下

入
名

ヲ
遣

ハ
シ
テ
横
須
賀
水

陸

ノ

測

量

二
從
事

セ

シ

ム

(
『横
須
賀
海
軍
船
廠
史
』
)

と
こ
ろ
で
、
工
廠

の
建
設
費
は

「年
額
六
十
萬
弗
、
四
力
年
繼
續
、
總
額
二
百

四
+
薨

馘
灘

」

(大
塚
武
松

羃

末
外
交
史
の
研
究
』
)
と
い
う
巨
額
で
あ
.

た
。
と
は
い
え
、
こ
の
金
額
は
老
中
が
予
定
し
た
金
額
の
半
額
以
下
の
費
用
で
あ

っ
た
と
い
う
。

慶
応
元
年

一
月
二
十
九
日
(
一
入
六
五
年

二
月
二
十
四
目
)
、
幕
府
は
老
中
水
野

忠
精
、
若
年
寄
酒
井
忠
眦
が
連
署
し
た
工
廠
建
設
の
約
定
書
を

ロ
ッ
シ
ュ
に
交
付

し
た
。

製
鐵
所
約
定
書

今
般
横
須
賀
灣
へ
佛
蘭
西
國
ノ
周
旋

二
依
テ
製
鐵
所
ヲ
取
建
ル
ニ
付
公
使

へ
商
議
セ
シ
處

上
等
機
械
官
ウ
エ
ル
ニ
ー
最
モ
其
技
二
長
ジ
タ
ル
故
ヲ
以
テ
薦
揚
セ
ラ
レ
「
ア
ド
ミ
ラ
ー

ル
」
厚
情
ヲ
以
テ
上
海
ヨ
リ
右
ウ
エ
ル
ニ
ー
ヲ
呼
寄
プ
レ
同
意
シ
タ
リ
之
二
依
テ
爾
後
ノ

爲
メ
約
ス
ル
處
ノ
條
目
左
ノ
通
リ

一

製
鐵
所

一
箇
所
修
船
塲
大
小
二
箇
所
造
船
塲
三
箇
所
武
器
藏
及
役
人
職
人
等
ノ
役
所

共
二
四
箇
年
ニ
シ
テ
落
成
ノ
事

一

横
須
賀
灣
地
形
地
中
海
岸
ツ
ー
ロ
ン
灣
二
似
タ
ル
ニ
寄
リ
製
鐵
所
ハ
右
地
方
二
取
建

ア
ル
模
式
二
倣
ヒ
大
概
横
四
百
五
十
間
竪
二
百
間
ノ
地
坪
ヲ
以
テ
取
建
ル
事

一

製
鐵
修
船
造
船
ノ
三
局
取
建
諸
入
用
總
計
凡
高

一
箇
年
六
十
萬

「ド
ル
ラ
ル
」
都
合

四
箇
年
一一百
四
十
萬

「ド
ル
ラ
ル
」

ニ
テ
落
成
ノ
事

但
佛
蘭
西
政
府

へ
約
定
書
相
屆
候
上
ハ
右
ノ
六
十
萬
」
ド
ル
ラ
ル

「取
揃
置
ベ
シ
獪

四
箇
年
ノ
問
年
々
納
方

「ド
ル
ラ
ル
」
差
支
不
申
樣
可
致
事

右
ハ
兩
國
政
府
ノ
允
准
ヲ
經
テ
公
使
二
於
テ
ハ
其
上
等
器
械
官
ウ
エ
ル
ニ
ー
二
専
任
ヲ
命

ぜ
ラ
レ
我
等
二
於
テ
ハ
勘
定
奉
行
松
平
樹
馬
守
、
軍
艦
奉
行
木
下
謹
吾
、
目
付
山
口
駿
河

守
、
栗
本
瀬
兵
衛
井
淺
野
伊
賀
守
二
專
ラ
其
取
扱
ヲ
命
ジ
只
顧
成
功
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ

バ
互
二
彼
我
内
外
ノ
間
隔
ナ
ク
懇
誼
ヲ
本
ト
シ
テ
取
極
ル
モ
ノ
也

元
治
二
丑
年
正
月
二
十
九
目

水
野
和
泉
守

花
押

酒
井
飛
騨
守

花
押

横
須
賀
製
鐵
所
の
建
設
は
幕
府
の
親

フ
ラ
ン
ス
政
策

の
最
初
の
大
き
な
具
現
と

し
て
注
目
さ
れ
る
事
業
で
あ

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
外
相
ド
ル
ー
マ
ン
・
ド

・
リ

ュ
イ

ス
も

ロ
ッ
シ
ュ
の
要
請
に
対
し
て
、
工
廠
建
設
を
原
則
的
に
承
認
し
、
条
件
次
第

で
指
導
者
な
ど
人
員
の
雇
傭
や
資
材
の
購
入
に
協
力
す
る
旨

の
訓
令
を
あ
た
え
て

い
る
。

元
治

二
年
正
月
、
フ
ラ
ン
ソ
ア

・
レ
オ
ン
ス

・
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
が
上
海
か
ら
来
日

し
、
工
廠
建
設
の
技
術
指
導
の
任
に
当

っ
た
。
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
は

一
八
三
七
年
十
ニ

エ
コ
　
ル

　
ボ
リ
テ
ク
ニ
ツ
ク

月

二
目
、

フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー
ベ
ナ
ル

・
デ
シ
ュ
に
生
ま
れ
、
理

工
科

大

学
を

一

入
三
七
年
に
卒
業
し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
命
令
を
受
け
て
清
国
の
上
海

で
砲
艦
製

造
に
携
わ
り
、
そ
の
完
成
で
帰
途
に
就
か
ん
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
工
廠
建

設

で
来
目
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
海
軍
に
属
す
る
技
術
者
で

あ

っ
た
。

幕
府
は
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
の
到
着
に
よ
り
、

ロ
ッ
シ
ュ
公
使
た
ち
と
協
議
を
重
ね
、

横
須
賀
製
鐵
所
設
立
原
案
を
作
成
し
た
。
入
節
に
分
れ
る
設
立
原
案
で
あ
る
。

ヴ

ェ
ル
ニ
ー
の
来
目
は
上
海
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
す
る
に
あ
た
り
、
横
浜
に

赴
き
、
そ
こ
で
工
廠
建
設
に
都
合

の
よ
い
場
所

の
選
定
、
費
用
の
概
算
な
ど
の
下

準
備
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
、
人
員

の
雇
傭
や
資
材

の
購
入
は
幕
府
が
使
節
を
派
遣

し
て
交
渉
す
る
と
い
う

ロ
ッ
シ
ュ
公
使

の
手
筈
に
の
っ
と

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

横
須
賀
に
製
鐵
所
を
作
る
と
同
時
に
横
濱
に
も
小
規
模
な
製
鐵
所
を
建
設
す
る

と
い
う
計
画
で
幕
府
は
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ン
ス
人
を
雇
入
れ
、
実
現
を
目
指
し
た
。

元
治
元
年
正
月
三
十
目
、
フ
ラ
ン
ス
海
軍
の
技

工
ウ

エ
ッ
ト
を
横
須
賀
製
鐵
所
に

月
給
百
五
十
ド
ル
で
鑢
鑿
頭
目
と
し
て
採
用
し
、
二
月
二
十
三
目
に
海
軍
武
器
係
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マ
ル
タ
ン
を
横
濱
製
鐵
所
警
査
係
と
し
て
月
給
六
十
ド
ル
の
条
件

で
傭
ラ
こ
と
に

し
、
こ
こ
に
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
人
を
雇
傭
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
横
濱
製
鐵
所
の

方
は
、
同
じ
年
八
月
に
竣
工
し
た
が
、
幕
府
は
工
事
に
先
だ

っ
て
両
製
鐵
所
の
責

任
者
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
と
ド

ロ
ー
ト
ル
の
服
務
規
定
書
を
定
め
、
こ

れ

に

署
名
さ

せ

た
。

つ
ぎ
に
引
用
し
よ
う
。

佛
國
海
軍
技
士
ウ
エ
ル
ニ
ー
ハ
横
須
賀
製
鐵
所
設
立
圖
案
ヲ
製
シ
佛
國
公
使
及
艦
隊
司
令

長
官
ノ
檢
閲
ヲ
經
テ
日
本
政
府
二
呈
シ
而
シ
テ
一時
佛
國
二
歸
リ
其
政
府
二
向
ヒ
テ
目
本
横

須
賀
製
鐵
所
首
長
タ
ル
ノ
裁
可
ヲ
請
フ
ベ
シ
既
二
其
裁
可
ヲ
得
バ
目
本
理
事
官
ノ
佛
國
二
着

ス
ル
ト
キ
ョ
リ
凡
百
ノ
事
項
ヲ
周
旋
シ
以
テ
製
鐵
所
設
立
原
案

二
掲
グ
ル
首
長
ノ
職
事
ヲ
勤

勉
ス
ベ
シ

横
須
賀
製
鐵
所
ノ
完
成
二
至
ル
マ
デ
ハ
其
職
事
ヲ
執
ル
固
ヨ
リ
日
本
官
吏
ト
差
異
ア
ル
ベ

カ
ラ
ズ
故
二
佛
國
政
府
ノ
俸
給
ヲ
辭
シ
之
ヲ
日
本
政
府
ヨ
リ
受
ル
モ
ノ
ト
ス
其
俸
給

ハ
公
使

ノ
裁
定
ス
ル
所
二
據
リ
年
俸
洋
貨

一
萬
弗
ト
ス
尚
ホ
服
務
ノ
實
況
二
因
リ
テ
増
額
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ベ
シ
今
回

一
時
佛
國
二
歸
リ
前
項
ノ
手
續
ヲ
經
テ
首
長
ノ
職
二
就
キ
而
シ
テ
歸
國
中

ハ

横
須
賀
製
鐵
所
二
備
附
ク
ベ
キ
機
械
ヲ
購
入
ノ
爲
メ
各
地
二
往
復
ス
ル
旅
費
ト
後
日
再
ビ
日

本

二
來
航
ス
ル
旅
費
ト
ハ
其
俸
給
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
辨
ス
ベ
シ
他
年
解
雇
歸
國
ノ
ト
キ
モ
亦
然

リ
若
シ
日
本
政
府
ヨ
リ
旅
費
ヲ
給
ス
ル
ト
キ
ハ
俸
給
ヲ
半
減
ス
ベ
シ
但
過
般
上
海
ヨ
リ
來
航

セ
シ
旅
費
ト
今
回
佛
國
二
歸
航
ス
ル
旅
費
ト
ハ
其
就
職
以
前
二
係
ル
ヲ
以
テ
別
二
洋
貨
千
弗

ヲ
支
給
ス
ベ
シ

今
回
歸
國
ノ
後
若
シ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ア
リ
テ
日
本
政
府
ノ
聘
ヲ
辭
シ
再
ビ
来
航
セ
ザ

ル
ガ
如
キ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
目
本
派
出
ノ
理
事
官

三
票
議
シ
更
二
製
鐵
所
設
立
事
業
ヲ
負
擔

シ
得
ベ
キ
優
等
ノ
技
術
ヲ
撰
抜
シ
テ
既
定
ノ
條
款
ヲ
遺
漏
ナ
ク
引
繼
キ
其
設
立
上
二
於
テ
敢

テ
障
碍
ス
ル
所
ア
ラ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ

佛
國
海
軍
士
官
ド
ロ
ー
ト
ル
ハ
横
濱
製
鐵
所
ノ
首
長
タ
ル
ベ
シ
故
二
同
所
ノ
設
立
方
案
及

圖
面
二
據
リ
テ
之
ヲ
完
全
竣
成
ス
ル
爲
メ
凡
百
ノ
事
業
ヲ
負
擔
シ
テ
今
ヨ
リ

一箇
年
牛
職
務

ヲ
勉
勵
ス
ベ
シ
其
俸
給
ハ
公
使
ノ
裁
定
ス
ル
所
二
據
リ
年
俸
洋
貨
四
千
二
百
弗
ト
ス
但
之
ヲ

月
數
二
割
賦
シ
テ
支
給
ス
ベ
シ

前
項
設
立
工
事
ヲ
起
ス
ニ
當
リ
佛
國
工
手
ヲ
傭
役
ス
ル
ヲ
許
ス
ト
雖
其
人
員
ハ
三
名
其
月

俸
ハ
一名
百
弗
ノ
割
合
ヨ
リ
超
過
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ
而
シ
テ
常
二
日
本
譯
官
ト
起
居
ヲ
共
ニ
シ

其
通
譯
ノ
便
ヲ
圖
ル
ベ
シ
且
在
職
中
ハ
=

一製
鐵
所
ノ
事
務
二
服
シ
苟
モ
商
賈
販
賣
ノ
事
二

關
ス
ベ
カ
ラ
ズ

日
本
政
府
ヨ
リ
横
濱
製
鐵
所
需
用
品
ノ
檢
査
ト
シ
テ
其
産
出
地
二
派
出
ヲ
命
ズ
ル
ト
キ
ハ

其
命
二
從
フ
ベ
シ
旅
行
ノ
費
用
等
ハ
俸
給
ノ
外
別
二
之
ヲ
支
給
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
而
シ
テ
其
派

遣
地
ノ
開
港
若
ク
ハ
開
市
揚
二
非
ル
ト
キ

ハ
必
ズ
横
濱
駐
剳
佛
國
領
事
二
届
出
ヅ
ベ
シ

首
長
ハ
職
事
二
就
キ
若
シ
目
本
官
吏
ト
見
解
ヲ
異
ニ
シ
諍
議
ヲ
生
ズ
ル
ト
キ
ハ
横
濱
駐
剳

佛
國
領
事
ノ
判
決
ヲ
請
フ
ベ
シ
尚
ホ
覆
審
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
公
使
ノ
處
斷
ヲ
採
ル
モ
ノ
ト
ス

こ
の
服
務
條
約
の
あ
と
、
翌
二
月
四
目
に
は

ロ
ッ
シ

ュ
公
使
か
ら
製
鐵
所
の
構

造
図
甲
乙
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
幕
府

の
委
員
に
よ

っ
て
検
討
し
、
横
須

賀
製
鐵
所
の
敷
地
と
し
て
横
須
賀
、白
仙
、
内
浦
の
三
湾
を
埋
め
た
て
て
、
七
四
、

三
五
九
坪
強
の
土
地
を
決
定
し
た
。
甲
図
と
は
製
鐵
所
構
造
全
図
で
あ
り
、
乙
図

は
前
述
の
服
務
條
約
で

一
旦
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
す
る
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
の
留
守
中
に
日

本
側
委
員
が
竣
工
、
完
成
さ
せ
る
べ
き
土
木
工
事
の

一
部

の
図
で
あ

っ
た
。
残
念

な
こ
と
に
甲
図
は
散
佚
し
て
い
ま
に
伝
わ
ら
な
い
。

さ
て
、
幕
府
は
慶
応
元
年
四
月

二
十
五
目
、
外
國
奉
行
柴
田
目
向
守
を
製
鐵
所

設
立
原
案
第
八
節
記
載

の
事
項
に
の
っ
と

っ
て
製
鐵
所
設
立
に
関
す
る
談
判
の
全

権
委
員
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ま
た
、
べ
つ
に
イ
ギ
リ
ス
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
め

た
。
柴
田
目
向
守
剛
中
は
同
年
閏
五
月
五
目
渡
欧
の
途
に
つ
い
た
が
、
そ
の
公
式

使
命
は

「
仏

・
英
両
国
の
工
業
を
視
察
し
、
そ
こ
で
便
利
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
買

物
を
す
る
こ
と
、
お
よ
び
両
国
政
府
に
日
本
陸
海
軍

の
教
官
を
求
め
る
こ
と
に
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
」
(石
井
孝

『増
訂
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』)
け
れ
ど
、
じ

つ
は
フ
ラ
ン
ス
で
資
材
を
調
達
し
、
工
廠
設
備
に
必
要
な
人
材
を
集
め
る
こ
と
こ

そ
真
の
主
要
目
的
で
あ

っ
た
。

ヴ

ェ
ル
ニ
ー
は
建
設
の
第

一
着
手
を
建
築
と
考
え
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
建
築
課
長

レ
ノ
ヲ
、
頭
目
ジ

ュ
モ
ン
、職
工
バ

ス
チ
ャ
ン
を
工
作
機
械
と
と
も
に
先
発
さ
せ
、

一
入
六
七
年

一
月

二
十
六
目
横
浜
に
上
陸
さ
せ
て
い
る
。
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
自
身
も
残

余

の
雇
入
れ
、
落
成
し
た
工
作
機
械
の
処
理
な
ど
残
務
処
理
の
の
ち
、
四
月
二
十

五
日
に
横
浜
に
到
着
し
た
。

小
栗
上
野
介
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
住
居
の
建
設
を
急
が
せ
た
が
、
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
も

ま
ず
宿
所
の
建
築
か
ら
着
手
し
た
。

営
造
物
爨

は
萇

官
舎

(八
九
坪

八
二
五
)
・
医
師
官
舎

(紐
葹

)
・
集
会
所
(黜

響
)
を
三
月

に
、
ま
た
五
月
に
は
三
次
長
官
舎

(平
家
二
棟

(　醜
敵
坪
)
・
妻
子
携
帯
の
頭
目
以
下
官
舎

(9)
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(平
家
三
棟
(亠バ薙

坪
)
・
瞽

以
下
官
舎
の
ほ
か
に
製
綱
毒

(醗

き

の
綾

七

月
に
は
学
校
(坪
一三
二

八
八

)
・
厩
(亠轟

。
)
に
そ
れ
ぞ
れ
羣

し
望

を
み
て
い
る
.

他
方
四
是

は
製
鉄
覈

地
内
農
家
の
移
転

(二
二
戸
に
対
し

三
九
八
両
余

)
を
行
い
、
吾

吉

に
は

初
め
て
伝
習
生
を
採
用
し
、
ま
た
横
須
賀
建
設
の
た
め
に
は
横
浜
か
ら
資
材
を
輸
送
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
た
め
(新
造
に
は
六

ヵ
月
を
要
す
)
育

二
四
日
ア
メ
リ
カ
よ
り
小
汽
船
の
購
入

(群
鑾

垂

藷

甦

竕
逕

潅

文
)
を
具
申
し
、
二
八
日
裁
可
を
得
た
。
会
所
に

「横
須
賀

横
浜
問
定
期

航
海
規
則
」
を
掲
出
し
、
初
め
て
定
期
航
路
が
開
通
し
た
。

(『横
須
賀
市
史
』
)

ヴ

ェ
ル

ニ
ー
は
製
鐵
所
用
の
引
船

と
し
て
小
汽
船
の
新
造

に
も
着
手
し
、
三
十

馬
力
船
、
十
馬
力
船

二
隻
を
横
須
賀
製
鐵
所
で
製
造
し
た
。
前
者
は
横
須
賀
丸
と

称
し
た
が
、
機
械
は
フ
ラ
ン
ス
製
で
あ

っ
た
。
後
者

の
機
械
は
横
濱
製
鐵
所
製
で

あ

っ
た
。

工
廠
建
設
は
幕
府
に
と

っ
て
財
政
多
端
な
折
柄
き

わ

め

て
大
事
業
で
あ

っ
た

が
、
海
軍
力
を
確
立
す
る
に
は
軍
艦
保
有
は
不
可
欠
の
使
命
で
あ
り
、
そ
の
製
造

と
修
覆
に
必
要
な
製
鐵
所
の
設
置
に
あ
た

っ
て
極
力
計
画
を
推
進
さ
せ
た
人
物

.

勘
定
奉
行
小
栗
上
野
介
忠
順
の
存
在

を
見
落
し
て
は
な
る
ま
い
。
百
年

の
大
計
の

た
め
に
小
栗
上
野
介
は
あ
ら
ゆ
る
反
対
に
敢
然
と
戦

い
、
信
念
を
貫

い
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
小
栗
を
助
け
て
粉
骨
砕
身
し
た
栗
本
鯤
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
る
ま

い
。こ

と
に
小
栗
忠
順
が
栗
本
瀬
兵
衛
と
互
に
語
っ
て
栗
本
瀬
兵
衛
が

「予
猶
其
巨
費
の
如
何

を
褝
り
た
れ
ば
、
仔
細
商
量
あ
ら
れ
よ
、
今
に
於
て
は
為
す
も
為
さ
る
も
我
に
在
り
、
既
に

託
せ
し
後
は
復
た
如
何
す
可
か
ら
ず
」
と
い
う
と
小
栗
忠
順
は
笑

っ
て

「当
時
の
経
済
は
真

に
所
謂
遣
り
繰
り
身
上
に
て
例
え
此
事
を
起
さ
ざ
る
も
、
其
財
を
移
し
て
他
に
供
す
る
が
如

き
に
あ
ら
ず
、
故
に
無
か
る
可
ら
ざ
る
の
ド
ッ
ク
修
船
所
を
取
立
る
と
成
ら
ば
、
却
て
他
の

冗
費
を
節
す
る
口
実
を
得
る
の
益
あ
り
、
又
愈
々
出
来
の
上
は
旗
号
に
慰
斗
を
染
出
す
も
猶

ほ
土
蔵
附
売
家
の
栄
誉
を
残
す
可
し
」
と
語
っ
て
い
る
。

(中
略
)
こ
れ
と
同
時
に
巨
費
を

造
船
所
に
当
て
よ
う
と
決
意
し
た
当
時
を
、
栗
本
瀬
兵
衛
の
言
が
そ
の
当
事
者
と
し
て
の
衷

情
を
ひ
れ
き
し
て
い
る
。

「海
軍
部
下
の
者
は
、
政
府
の
旨
趣
の
何
た
る
を
解
せ
ず
、
其
之

を
仏
国
に
委
す
る
を
暁
々
し
、
他
向
の
論
者
は
無
用
不
急
の
務
な
り
と
嗷
々
し
、
大
計
に
暗

き
迂
儒
武
人
杯
の
類
は
極
口
罵
言
し
て
咄
々
恠
事
と
す
る
輩
も
あ
り
て
、
百
方
之
を
毀
ち
壌

ら
ん
と
欲
す
る
者
の
み
な
り
し
が
、
其
事
の
決
定
は
既
に
数
月
前
に
在
る
を
以
て
、
総
て
事

後
の
論
な
れ
ば

一
切
取
合
ず
」
と
物
語
っ
た
。

(『横
須
賀
市
史
』)

一
方
で
は
、
横
須
賀
の
近
郊
に
衛
所
と
見
張
所
を
設
け
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す

る
日
本
人
の
暴
行
な
ど
を
警
戒
さ
せ
る
と
い
う
配
慮
も
み
せ
、
横
須
賀
製
鐡
所
の

建
設
の
促
進
を
計

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
側
も

ロ
ッ
シ
ュ
公
使
と
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
の
尽
力

に
よ

っ
て
自
国
の
政
策
の
遂
行
に
あ
た
り
、
幕
府
と
緊
密
な
連
携
を
保

っ
た
。

当
時
の
横
須
賀
の
目
本
人
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
人
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い

た
か
を
知
る
上
で
、

つ
ぎ
の
フ
ラ
ン
ス
人
、
ジ
ャ
ン

・
ラ
ウ
ル
の
文
章
は
す
こ
ぶ

る
興
味
深
い
。

建
設
中
の
工
廠
の
周
囲
に
屯
し
た
小
さ
な
植
民
地
は
自
然

一
種
の
習
慣
を
作
り
上
げ
た
。

佛
蘭
西
か
ら
来
た
遠
来
の
民
と
目
本
人
の
家
族
と
が
頻
繁
に
接
觸
し
て
生
活
し
て
居
る
結
果

両
者
は
不
思
議
な
程
融
和
し
合

っ
た
。
そ
れ
は
目
常
生
活
に
於
け
る
仕
事
の
上
の
接
觸
と
同

様
に
家
庭
の
接
觸
は
横
須
賀
の
創
造
と
結
び
つ
い
て
離
れ
ぬ
一
箇
の
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

(「横
須
賀
海
軍
工
廠
の
創
設
と
仏
蘭
西
人
の
見
た
る
黎
明
期
の
日
本
」)

横
須
賀
製
鐵
所
は
フ
ラ
ン
ス
の
技
術
導
入
に
よ

っ
て
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

当
然
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
が
目
本

の
地
で
生
活
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
フ
ラ

ン
ス
人
と
接
触
す
る
目
本
人
と
の
間
に
言
語
上

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
が
目
本
語
を
習
得
す
る
の
で
は
な
く
、

日
本
人
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
取
る
と
い
う
問
題
が
両
者
の
力
関
係
で
生
じ
て
き

た
の
で
あ
る
。

横
須
賀
製
鐵

所

の
建
設
が
、
佛

國
人
の
掌
中

に
歸

し
た
結
果
、

こ
れ
に
關
與
す

べ
き
幕
吏

に
佛
國
語

の
習

得
が
緊
要
事

と
爲

っ
た
。

ロ
ッ
シ

ュ
は
、
幕
府
に
對
し
、
製
鐵
所
必
要
な
通

辨

の
養
成

と
諸
科
學

の
學
習

に
資
す

べ
く
、
横
濱

に
佛
國
語
學
校

の
開
設
を
勸
説
し
、
有
能

な
通
辨
、
有
爲
な
外

交
官

の
養
成

に
は
、少
青
時
代

よ
り
教
養
す
る

の
得
策
な
る
を
力
読
し
、

自
己

の
指
導
下
に
幕
府

麾
下

の
俊

才
を
集

め
る
事

に
成
功

し
た
。
(
『
幕
末
外
交
史

の
研
究
』
)

横
濱
佛
蘭
西
語
傳
習
所
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
著

『佛
蘭
西
學
の
あ

け
ぼ

の

1

佛
學
事
始
と
そ
の
背
景

』

(
カ
ル
チ
ャ
ー
出
版
社
)
で
述
べ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
そ
の
開
校
は
慶
応
元
年
三
月

の
頃
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、

(lo)
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当
面
の
役
に
は
た
た
な
か

っ
た
。
幕
府
は
製
鐵
所
内
に

「他
年
内
國
人
ヲ
シ
テ
佛

人

二
代
リ
テ
造
船
事
業

二
當
ラ
シ
ム
ル
爲
メ
造
船
所
内

二
學
校
ヲ
興
シ
以
テ
技
士

及
技
手
タ
ル
ベ
キ
人
材
ヲ
養
成
ス
ベ

シ
」
と
い
う
横
須
賀
製
鐵
所
設
立
原
案
の
第

五
節
に
基

い
て
学
校
を
作
ろ
う
と
し
た

の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
早
急
に
は
こ
れ
も

作
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
ず
最
初

に
必
要
な
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
話
せ
る
日

本
人
が

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
幕
府
は
す
で
に

多
少
と
も
フ
ラ
ン
ス
語
を
解
す
る
人
材
を
集
め
る
こ
と
に
し
て
、
立
廣
作
を
譯
官

に
、
田
中
周
太
郎
を
伝
習
生
兼
訳
官
に
、
さ
ら
に
河
合
捨
吉
、
齋
藤
寅
吉
、
坂
本

雄
次
を
傳
習
生
に
採
用
し
た
。
だ
が
、

こ
の
程
度
の
人
数

で
は
製
鐵
所
運
営
に
は

絶
対
数
が
不
足
で
あ
る
。
こ
の
頃
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
修
め
た
人
た
ち
は
き
わ
め
て

少
数
で
あ
り
、
結
局
、
よ
う
や
く
授
業

も
踏
道
に
の
り
始
め
た
横
濱
佛
蘭
西
語
傳

習
所
や
幕
府
の
洋
学
研
究
の
最
高
機
関

で
あ
る
開
成
所
に
人
材
を
求
め
る
こ
と
と

な

っ
た
。
慶
応
二
年
六
月
七
日
、
製
鐵
所
委
員

の
上
申
を
経
て
、
前
者
か
ら
羽
太

恒
三
郎
、
中
神
伴
次
郎
、
松
永
幅
之
助
、
高
橋
鑄
三
郎
、
後
者
か
ら
山
高
佐
太
夫

を
伝
習
生
と
し
て
迎
え
、
さ
ら
に
訳
官
と
し
て
江
目
金
太
郎
、
原
田
鑑
三
郎
、
小

野
勝
太
郎
、
宮
澤
銓
藏
を
選
任
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
横
須
賀
製
鐵
所
設
立
原
案
第
五
節
に
は

「
佛
人
頭
目
ヲ
シ
テ
少
年

職
工
ヲ
撰
抜
セ
シ
メ
之
ヲ
技
手
生
徒

ト
爲
シ
目
々
午
前

ハ
工
場

二
在
リ
テ
各
自
ノ

本
業
ヲ
修
メ
午
後

ハ
學
校

二
上
リ
テ
圖
學
其
他
必
要
ノ
學
科
ヲ
習
肄
セ
シ
ム
ベ
シ

…
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
横
須
賀
近
辺

の
各
村
か
ら
十
才
以
上
の
少
年
を
募

っ
て

「
少
年
職
工
」
と
す
る
計
画
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、

「職
工
生
徒
」
と
し
て
横

須
賀
村

の
農
民

∴
勝
右
衛
門
以
下
九
名
が
応
募
し
た
。
こ
の
よ
う
に
農
民
の
息
子

た
ち
ま
で
集
め
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に

「職
工
生
徒
」
の
募
集
の
困

難
さ
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

製
鐵
所

の
学
校

で
は
技
士
お
よ
び
技
手
の
養
成
を
目
的
に
し
た
の
だ
が
、

「
少

年
士
族

ヲ
撰
抜

シ
テ
技
工
生
徒
ヲ
置

キ
通
譯
部
長
ヲ
シ
テ
其
授
業
ヲ
掌
リ
佛
語
及

工
學
諸
科
ヲ
講
習
セ
シ
メ
工
事
課
長

モ
亦
本
務
ノ
餘
蝦
ヲ
以

テ
之

ヲ
教
授
ス
ベ

シ
」

(横
須
賀
製
鐵
所
設
立
原
案
第
五
節
)
と
い
う
ふ
う
に
年
少
の
士
族
を
対
象

に
通
訳
を
仲
介
し
て
授
業
を
行
な
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ

い
。

つ
ま
り
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
技
術
が
通
訳
を
経
由
し
て
伝
授
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、

こ
の
時
期

の
通
訳
の
役
割
の
重
み
が
こ
れ
で
よ
く
わ
か
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

製
鐵
所

の
陣
容

の
方
も
次
第
に
整
え
ら
れ
た
。
慶
応
二
年
十
二
月
二
十
九
日
、

ヴ

ェ
ル
ニ
ー
の
要
請
で
製
鐵
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
ま
ず
暫
定
的
に
土
岐
肥
前
守
頼

徳
が
就
任
し
、
翌
年

一
月
九
日

一
色
攝
津
守
が
奉
行
、
古
賀
謹

一
郎
が
奉
行
並
に

任
命
さ
れ
、
全
権
委
員
が
常
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
事
業
の
最
高
責
任
者
た
る
老
中

・
若
年
寄
等
で
、製
鉄
所
設
立
に
寄
与
し
た

人
は
、
老
中
で
は
阿
部
正
外
叢

・
水
慧

轟

泉
諏

訪
忠
鞨

幡
・
松
平
虚ポ轟

芦

松

平
康
轟

防
・井
圭

轟

内
・
そ
の
禦

あ
り
、
こ
と
に
閣
老
中
、
水
野
籍

は
製
鉄
所
掛

と
し
て
、
創
設
当
時
す

で
に
時
代
に
洞
察
し
卓

見
が
あ

っ
た
。
ま
た
若

年
寄

で
は
酒
井
忠

眦

禰

・
立
薙

轟

雲

・
京
極
高
盞

膳
・
服
部
常
轟

前
藁

鉄
掛
と
し
て
霧

を
叢

し
て
い
る
.
こ
の
問

饌

所
禦

(後
に
製
鉄
所

委
員
と
い
う
)を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は

天

六
五
年
(菠
応
)

万

に
松
平
正
義

馬
・
岩

覈

囎

桑

纛

兵
衛

未

下
漁逕
吾
・
蘚

氏
祐
嘱

の

五
人
で
あ
っ
た
が
纂

の
変
転
に
従
っ
て
そ
の
増
婆

み
ら
れ
、

天

六
六
年
(竣
応
)
に
は

転
免
合

わ
せ
て

一
六
人
ほ
ど

の
委
員
が
あ

っ
た
。
わ
ず

か
ニ
カ
年
間
に
当
初

五
人
の
約

三
倍

に
上
る
お
び

た
だ
し
い
人
員

の
出
入

に
は
、
幕
府
が
そ

の
末
期
に
造
船

の
み
で
な
く
、
外
交

に
繁
忙

を
加

え
、
海
陸
軍

の
設
立
等

々
目
ま
ぐ
る
し

い
ば

か
り

の
新
時
代

へ
の
胎
動

の
現
実

的
な
様
相
を
み
る
こ
と
が

で
き

る
。

(
『
横
須
賀
市
史
』
)

横
須
賀
製
鐵
所
は
幕
府

の
親

フ
ラ
ン
ス
派

の
尽
力
で
順
調
に
建
設

.
整
備
さ
れ

た
の
だ
が
、
幕
府
の
瓦
解
に
遭

っ
て
大
き
く
揺
れ
動

い
た
。

慶
応
三
年

二
月
二
十
四
目
製
鐵
所
掛
海
軍
奉
行
京
極
高
富
は
若
年
寄
を
免
ぜ
ら

れ
、
勘
定
奉
行
服
部
筑
前
守
常
純
が
後
任
と
な

っ
た
。
小
栗
上
野
介
忠
順
は
慶
応

四
年
四
月
官
軍
に
捕
え
ら
れ
、上
州
烏
川
畔
で
斬
ら
れ
た
。
官
軍
が
箱
根
を
越
え
、

泗
月
に
は
製
鐵
所
奉
行
は
横
濱
製
鐵
所
と
横
須
賀
製
鐡
所
を
新
政
府
に
移
管
す
る

(11)
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こ
と
を
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
に
通
告
し
、
閏
四
月

一
日
、
神
奈
川
県
裁
判
所
總
督
東
久
世

通
禧
、
副
總
督
鍋
島
直
大
が
横
須
賀
製
鐵
所
の
受
取
り
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
。

新
政
府
は
ロ
ッ
シ
ュ
公
使
に
従
来
の
よ
う
に
製
鐵
所

の
運
営
を
継
続
し
、
ヴ

ェ
ル

ニ
ー
に
は
主
任
官

.
裁
判
所
判
事
寺
島
陶
藏
宗
則
、
井
關
齋
右
衛
門
盛
良
に
旧
製

鐵
所
奉
行
同
様
に
す
る
よ
う
に
通
告
し
た
。
だ
が
、
製
鐵
所
経
費
に

つ
い
て
は
節

減
を
要
望
し
、
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
と
政
府
と
の
合
議
に
よ
っ
て
経
済
的
事
項
を
決
め
て

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 調 同 同 同 同 改

役

下

役 役

小 石 白渡 井 井 藤 大 具 秋 仁 柴 鈴 鈴 大 榎 齋 仁 倉

林 原 井 邊 上 村 田 村 塚 元 瓶 田 木 木 塚 本 藤 井 橋

民 眞 勝 彌 不 幸 熊 三 濱 榮 兼 田 兼

晋 良 之 一 耕 之 太 九 太 之 之 増 之 太 良 次 成 源 五

藏 藏 進 郎 助 助 郎 郎 郎 助 助 藏 亟 郎 輔 郎 三 藏 郎

高
入
十
俵

役
金
七
十
兩

同同同同高
四
十
俵
持
扶
持

役
金
六
十
兩

同同同同同同同同同同同同同

總 同 同 同 傳 同 機 同 同 同 通 改 同 同 書 同 同 同 調

習 械

計 生 方

謎h役
轟 出 下

方 方 役 役

四 坂 齋 松 羽 幅 田 宮 小 原 江 立 木 高 關 船 山 望 塚

十 本 藤 永 太 島 中 澤 野 田 目 村 橋 永 越 本 月 田

福 恒 時 周 勝 鑑 金 入 鉢

五 鏃 之 三 之 太 銓 太 三 太 廣 善+郎 太 鍵 貞 金

名 次 吉 助 郎 助 郎 藏 郎 郎 郎 作 助 郎 太 郎 三 吉 藏

不
詳

同同高
三
十
俵
二
人
扶
持
外

二
十
五
人
扶
持
金
五
十
両

不
詳

不
詳

同同高
二
十
人
扶
持

手
當
金
三
百
両

同手
當
金
二
百
五
十
兩

不
詳

同同同 高
四
十
俵
持
扶
持

役
金
六
十
兩

同同

製

鐵

所

奉

行

製
鐵
所
奉
行
並

調

役

同

盆 件 新 一

頭 野 藤 色

駿 三 攝

次 次 鋸 津

郎 郎 藏 守

役高役高役高役高
金百金二高百高千
百五百十千俵二石
兩十三人石 千
俵十扶 石
兩持

改 同 同 調

役 役

北 前 村 大

村 島 瀬 橋

卒 源 宥

彌 十 三 之

市 郎 郎 助

役高 同 同 役高金
八 金百

七十 百五
十俵 兩十
兩 俵

職

務

一

姓

名

ム
ロ

糸

額

職

務

一

姓

名

給

額

横
須
賀
鐵
所
舊
幕
府
官
吏
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い
く
と
い
う
よ
う
に
製
鐵
所
起
立
原
案

の
修
正
を
行
な
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。川

島
忠
之
助
が
横
須
賀
製
鐵
所
に
製
図
工
見
習
と
し
て
入
所
し
た
の
は
こ
の
よ

う
な
時
期
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
柳
田
泉
氏
と
川
島
順
平
氏
に
よ
る
と
、
忠
之
助
は

従
兄
弟
の
中
島
才
吉
が
製
鐵
所
の
通
辨

で
あ

っ
た
の
で
そ
の
紹
介
で
明
治
元
年
末

に
入
所
し
た
と
い
う
。
だ
が
、

『横
須
賀
海
軍
工
廠
史
』
の

「横
須
賀
製
鐵
所
幕

府
官
吏
」

一
覧
に
は
中
島
才
吉
の
名
は
な

い
。
通
辨
方
と
し
て
は
立
廣
作
、
江
目

金
太
郎
、
原
田
鑑
三
郎
、
小
野
勝
太
郎
、
宮
澤
銓
藏
の
五
名
が
い
る

に
す

ぎ

な

い
。
明
治

二
年
十
二
月

の
製
鐵
所
官
吏

の

一
覧
に

「土
木
少
佑

醐
誕
〔二騰

中
島
才

吉
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
中
島
才
吉

は
濱
松
縣
士
族
で
、
明
治
元
年
神
奈
川
縣

通
辨
出
仕
と
な
り
、
同
年
十
二
月
神
奈
川
諸
務
試
補
譯
官
を
経
て
土
木
少
佑
と
な

っ
た
人
で
あ
る
。
才
吉
が

フ
ラ
ン
ス
語

に
長
じ
て
い
た
こ
と
は

『横
須
賀
海
軍
船

廠
史
』
の
明
治
三
年

の
項
に
、

「
四
月
七
目
管
轄
廳

ハ
ウ

ェ
ル
ニ
ー
ノ
供
申

二
據
リ
テ
中
島
少
佑
、
稻
垣
權
少

佑

二
傳
習
生
徒
教
育
ノ
學
務

ヲ
専
掌

セ
シ
メ
佛
人
教
師
ヲ
補
助
シ
テ
生
徒

二
佛
語

學
ヲ
教
授
セ
シ
ム
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
然

と
し
よ
う
。
ヴ

ェ
ル
ニ
ー
の
信
任
も
え

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
中
島
才
吉
が
明
治
二
年
に
は
製
鐵
所
に
土
木
少
佑

の
肩

書
で
入
所
し
て
い
る
こ
と
は

「製
鐵
所
官
吏
及
雇
佛
國
人
」
な
る
下
の
写
真
中
に

姿
を
み
せ
て
い
る
こ
と
で
証
明
さ
れ
る
け
れ
ど
、
明
治
元
年

の
い
つ
入
所
し
た
も

の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

中
島
才
吉
は
落
魄
中
の
川
島
家
を
救
わ
ん
と
し
て
忠
之
助
を
自
分

の
関
係
す
る

製
鐵
所
に
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
中
島
氏
が
、
川
島
氏
が
幕
府
瓦
解
に
あ

い
、
浦
安

あ
た
り
に
逼
迫

し
て
途
方

に
迷

っ

て
い
る
の
を
見

て
、

そ
れ

で
は
横
須
賀
に
来

い
、
自

分
が
世

話
を
す

る
か
ら
と
勧

め
た
。

そ

こ
で
川
島
氏

は
渡

り
に
舟
と

(
内
心
は
と
も
か
く
)
横

須
賀

に
ゆ
き
、
中
島
氏

の
斡
旋

で
同

製
鉄
所

の
製
図

工
見
習
と
な

り
、

フ
ラ

ン
ス
語

の
勉
強
に
熱

心
し
、
傍

ら
英
語
を
修

め
た
。

こ
の
時

の
製

図
掛
長

の
フ
ラ

ン
ス
人
某

は
、
幕
府
時
代
伝
習
生

を
預

っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
の

で
、
見
習
工

で
も
職
工
と
し

て
待
遇
せ
ず
、
あ
た
か
も
幕
府
伝
習
生

の
復
活

し
た

一
人
の
よ

う

に
親
切

に
取
扱

っ
て
く
れ
た
と

い
う
。

(
「
川
島
忠
之
助
伝

」
)

忠
之
助
を
製
図
工
見
習
と
し
て
指
導
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
某
と
は
メ
ラ
ン
グ
製
圖

工
長
と
み
ら
れ
る
。
慶
応
元
年
九
月
十
三
日
、
ブ

レ
ス
ト
造
船
所
二
級
上
等
技
工

だ

っ
た
メ
ラ
ン
グ
は
月
給

二
百
二
十
五
ド
ル
で
横
須
賀
製
鐵
所
製
圖
工
長
に
採
用

(13)



ざ
れ
た
α
明
治
元
年

の
月
給
は
二
百
五
十
ド

ル
で
あ

ワ
た
ひ
だ
が
.
メ
ラ
ン
グ
の

雇
傭
期
限
は
明
治
二
年
十

一
月

一
目
ま

で
で
、
同
月

二
十

一
日
帰
国
し
た
。
大
藏

省
は
三
十
ド
ル
を
在
職
中

の
功
労
に
贈

っ
た
。

忠
之
助
が
少
年
技
工
と
し
て
横
須
賀
製
鐵
所
に
職
を
え
た
こ
と
は
、
目
本
仏
学

史

の

一
出
来
事

で
あ

っ
た
の
み
な
ら
ず
結
果
的
に
は
目
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文

学
翻
訳
史

の
幕
あ
け
を
準
備
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
忠
之
助
が
職
務
上
フ
ラ
ン
ス

語
を
学
習
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
状
況
が
こ
こ
に

っ
く
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
α

な
お
、
明
治
二
年
に
は
製
鐵
所
雇

フ
ラ
ン
ス
人
の
契
約
期
限
満
了
の
者
が
多
数

い
た
の
で
、
解
雇
ま
た
は
再
雇
用
の
問
題
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
関
し
て

「製
鐵
所

雇
佛
人
去
留
者

一
覧
表
」
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
つ
ぎ
に
掲
げ
、
忠
之
助
が
接
し

た
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
を

一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
忠
之
助
は
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
の

間
に
あ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

製
鐵
所
雇
佛
人
去
留
者

一
覧
表
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氏

名

ウ

エ

ル

ニ

ー

サ

バ

チ

エ

ー

ゴ

ー

ト

ラ

ン

フ

ロ

ラ

ン

ル

ツ

サ

ン

メ

ル

シ

エ

i

メ

ラ

ン

グ

モ
ン
ゴ
ル
フ
イ

エ

ボ

エ

ル

デ

ス

。ハ

ー

ギ

ユ

ヂ

ユ

モ

ン

ギ

ル

マ

ン

ト

ロ

テ

ー

ル

レ

ト

ロ

ツ

ト

レ

オ

ス

チ

ッ
ク

職

名

佛
國
海
軍
大
技
士

製

鐵

所

首

長

佛
國
海
軍
大
軍
醫

製

鐵

所

醫

官

工

事

課

長

建

築

課

長

横
濱
製
鐵
所
首
長

會

計

課

長

製

圖

工

長

書
記
兼
倉
庫
主
事

分
折
掛
蒹
横
濱
製

鐵

所

書

記

掛

建
築
課
製
圖
職

船 鑄 錬 鑢 建

工 造 鐵 鑿 築

頭 頭 頭 頭 頭

目目目目目

現

給

月

俸

入
百
三
十
三
弗
三
三

四
百
十
六
弗
六
六

四
百
五
十
弗

四
百
弗

三
百
弗

同二
百
五
+
弗

百
五
十
弗

同二
百
弗

百
六
十
弗

同同同百
五
十
弗

滿
期

年

月

千

入
百
六
十
九
年

十

二
月

一
目

同
年
十

二
月
入
日

千
八
百
七
十
年

九
月

一
目

千
入
百
七
十

一
年

入
月

一
目

千
入
百
七
十
年

二
月
四
日

千
八
百
六
十
九
年

十

一
月
十
入
日

同
年

十

一
月

一
日

同
年

十

二
月
三

十

二
日

千
入
百
七
十
年

二
月

一
日

不

詳

千

入
百

七
十
年

一
月
十

二
日

同
年

二
月
十
五
目

同
年

四
月

一
日

千
入
百

七
十
年

四
月

一
日

同
年

三
月
十
五
目

去

留

同 留

 

同同同去同 留

 

同去 留

 

留同同

郵
船

ニ
テ
歸
國
セ

シ
ム

同

7

摘

要

職
務
ノ
改
革
ヲ
要
ス

重
要
ノ
職
務
ニ
シ
テ
事
ヲ
處
ス
ル
老
練

職
務
ノ
改
革
ヲ
要
ス

職
任
ヲ
重
子
俸
給
ヲ
増
ス
ベ
シ

横
須
賀
ノ
職
ヲ
廢
ス
ベ
シ
横
濱
ニ
テ
ハ
未
決

改
革
若
ク
ハ
廢
止
ス
ベ
キ
職
務

性
質
善
良

後
任
者
ヲ
要
ス

性
質
善
良

職
務
ノ
改
革
ヲ
要
ス

同
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ダ

ビ

ス

ウ

ウ

ツ

ト

レ

ノレ

 

マ

ジ

ユ

コ

ン

ス
タ

ン
タ

ン

リ

ツ

シ

ョ

ニ
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者
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結

局

、

忠

之

助

は

再

契

約

し

て

残

留

し

た

レ

オ

ス

チ

ッ

ク

、

ビ

ラ

ー

ル

、

デ

ニ

エ

ー

ル

、

ジ

ョ

ー

フ

レ

ー

、

マ

ン

ジ

ュ
、

ゴ

ル

デ

ネ

ー

、

シ

ャ

ツ

ベ

ー

、

ボ

ン
、

フ

ロ

ッ

ク

、

ト

ロ

テ

ー

ル

、

ミ

ッ

シ

ョ
ー

、

デ

ュ

モ

ン

、

ア

ン

ケ

チ

ー

ル
、

ス

ー

デ

i

、

リ

ッ

シ

ョ

ニ
i

、

コ
ラ

ー

、

ウ

エ

ッ

ト

、

メ

ー

グ

ル
、

メ

ル

シ

ェ
な

ど

に

囲
ま
れ
て
仕
事
を
続
け
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
政
府
の
方
針

が

定

ま

ら

ず
、
不
安
定
な
製
鐵
所
に
は
長
く
留
ま
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
の
か
、
明
治
三

年
、

一
年
足
ら
ず
で
辞
め
、
横
濱
に
出
た
。
忠
之
助
の
少
年
期
は
こ
こ
に
終
焉
を

み
た
の
で
あ

っ
た
。

小栗上野介(横 須賀臨海公園)
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